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第１章 基本計画策定の趣旨 

 

１ 基本計画策定の趣旨 

わが国では、持続可能な循環型社会注１）を形成していくために、「循環型社会形成推進基本法」

（平成 13年 1月完全施行）が施行され、循環型社会を推進していくための基本的枠組が定めら

れた。 

これを受け、四條畷市（以下「本市」という。）においては、平成 15 年 3 月に「一般廃棄物

（ごみ）処理基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定し、循環型社会の形成に向けた様々

な施策を推進してきた。 

しかしながら、ごみの発生抑制及び再生利用並びに適正な処理やエネルギー回収といった取

組など、住民や事業者はもとより本市のごみ行政に課せられた役割が大きくなってきたこと、

また、平成 18年 4月に閣議決定された第 3次環境基本計画において、持続可能な社会は「健全

で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域までにわたって保全されるとともに、それらを通

じて国民一人ひとりが幸せを実感できる生活を享受でき、将来世代にも継承することができる

社会」と定義されたことなどにより、当時の法整備や循環型社会形成に向けた各種計画などと

照らし合わせ、平成 19年度に基本計画の見直しを行った。 

現在、基本計画見直しから 6 年が経過し、ごみ問題、地球環境問題、自然災害、エネルギー

問題など、住民を取り巻く環境は急激に変化しており、行政においても住民ニーズの多様化及

び複雑化に対応しつつ、将来を見据えた持続可能なまちづくりがより求められるようになって

いる。 

これらの状況を踏まえ、今後、本市におけるごみの発生抑制や再生利用などの取組をより一

層進めていくために、平成 19年度に策定した基本計画の一部見直しを行い、基本計画【後期計

画】として策定することとした。 

このことにより、市民、市議会議員、学識経験者、廃棄物関係団体等関係者で構成する「環

境審議会」を開催し、計画内容の検討を行った。 

今回の基本計画【後期計画】の策定にあたっては、今後 4 年間の本市におけるごみの発生抑

制や再生利用などについて、基本理念に基づく 4 つの基本方針を定め、各種施策を展開し、循

環型社会の形成に向けた取組を進めていくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１）循環型社会：大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会を見直し、ごみの発生抑制や再生利用を実践し、

天然資源の消費が抑制された将来にわたって持続可能な社会のこと。 
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個別物品の特性に応じた規制

容 器 包 装

リサイクル法
家 電

リサイクル法
食 品

リサイクル法

建 設

リサイクル法

自 動 車

リサイクル法

小 型 家 電

リサイクル法

グリーン購入法（国が率先して再生品などの調達を推進） Ｈ１３．４ 完全施行

びん、ペットボトル、

紙製・プラスチック

製容器包装等

エアコン、冷蔵庫・冷蔵

庫、テレビ、洗濯機・衣

類乾燥機
食品残さ

木材、コンクリー

ト、アスファルト 自動車 小型電子機器等

H25.4

施行

H17.1

本格施行

H13.5

完全施行
H19.6
一部改正

H12.4

完全施行
H18.6
一部施行

H14.5

完全施行

H13.4

完全施行

資源有効利用促進法
Ｈ１３．４

全面改正施行

①再生資源のリサイクル

②リサイクル容易な構造・材質等の工夫

③分別回収のための表示

④副産物の有効利用の促進

ﾘﾃﾞｭｰｽ

ﾘｻｲｸﾙ→ ﾘﾕｰｽ

ﾘｻｲｸﾙ

（１Ｒ） （３Ｒ）

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組法） Ｈ１３．１ 完全施行

循環型社会形成推進基本計画 ：国の他の計画の基本 Ｈ１５．３ 公表

Ｈ２０．３ 改正

社会の物質循環の確保

天然資源の消費の抑制

環境負荷の低減

＜ 再生利用の推進 ＞

環境基本法
Ｈ６．８完全施行

環境基本計画
Ｈ２４．４ 全面改正公表

Ｈ２２．５

一部改正廃棄物処理法

①廃棄物の発生抑制

②廃棄物の適正処理（リサイクルを含む）

③廃棄物処理施設の設置規制

④廃棄物処理業者に対する規制

⑤廃棄物処理基準の設定 等

環境大臣が定める基本方針 廃棄物処理施設整備計画

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

H13.5公表

H22.1改正

ごみ処理実施計画

H25～H29の5ヵ年計画

H15.10公表

H25.5 改正

２ 基本計画の位置付け 

 基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）

第6条第1項に基づく廃棄物に関して市町村が策定するマスタープランとする。 

なお、基本計画は、次に示すような法体系の中に位置付けする。  

 

 

図1.2.1 基本計画の位置付け 
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３ 計画期間 

 平成19年度に策定した基本計画では、計画策定の次年度である平成20年度から平成29年度

までの10年間を全計画期間とし、前期計画期間を平成20年度から平成24年度、後期計画期間

を平成25年度から平成29年度としていた。 

しかし、最終年に予定していたごみ減量化目標が平成24年度の中間年までに達成する見込

みとなったことにより、数値目標を平成23年度に見直しを行った。 

その後、ごみ量の推移を見ながら施策の見直しを検討してきたことにより、前期計画期間

を平成20年度から平成25年度の6年間とし、後期計画期間を平成26年度から平成29年度まで

の4年間とすることとした。 

 ただし、基本計画の前提条件などに大きな変化があった場合は、必要に応じて基本計画を

見直すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.3.1 本計画の計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所（ハイ・ムーン 「京エコロジーセンター」ホームページより） 

前期計画

平成２０～２５年度

計画見直し

平成２５年度

後期計画

平成２６～２９年度
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